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１．雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金の概要

（１）事業目的

○燃油高騰等の影響により、中小事業者等が厳しい経営環境に置かれている

ため、中小事業者等の事業継続のための支援を行います。

（２）支援対象者

○雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和５年１２月２１日以降も事業を

継続する以下の事業者

①「運送事業者等」：２ページから３ページを参照

②「商工業者等」 ：８ページから１１ページを参照

※運送事業者等と商工業者等を重複して申請はできません。

※留意事項

・個人事業主の場合、令和４年又は令和５年の税確定申告書の収入金額

等の額により、支援金の支援対象者に該当しない場合がありますので、

詳細については、申請要件等を必ず確認してください。

（３）申請手続き等

①「運送事業者等」：３ページから７ページを参照

②「商工業者等」 ：１２ページから１７ページを参照

（４）申請期間

○令和６年１月２２日（月）から７月３１日（水）まで

（５）申請書類

○次の方法（場所）で、申請に必要な書類等を入手できます。

①雲仙市役所ホームページの、

「しごと・産業」→「商工業」→「助成金・補助金」の欄

に掲載しており、ダウンロードができます。

※スマートフォンの場合、画面右上の「MENU」から検索

②雲仙市役所商工労政課及び各総合支所（地域振興課）において配布

（６）提出先・問い合わせ先

○提出先：

・雲仙市役所商工労政課及び各総合支所（地域振興課）

○問い合わせ先：

・雲仙市商工労政課

所在地：〒859-1107  雲仙市吾妻町牛口名714番地

ＴＥＬ：0957-38-3111（代表） 0957-47-7836（直通）

Mail：shokorosei@city.unzen.lg.jp

ー １ ー

mailto:shokorosei@city.unzen.lg.jp


２．運送事業者等の申請について

（１）支援対象者

①個人事業主の場合

【申請要件】

〇支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア．雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和５年１２月

２１日以降も事業を継続する者
イ．別表１（３ページ）のいずれかの業種を営む者
ウ．令和４年又は令和５年の確定申告書第一表（控）の

「収入金額等」の欄のうち、「㋐事業（営業等）」
の欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外の
どの金額よりも大きいこと

ー ２ ー

【参考】
〇令和４年又は令和５年の確定申告書第一表（控）

「収入金額等」の欄のうち、
「事業（営業等）」の欄の金額が、
「公的年金等」の欄の金額以外の
どの金額よりも大きいこと。



（２）申請手続き等

①支援金

・（支援金額）＝（支援単価額）×（支援対象車両の所有台数）

※支援対象車両＝自動車検査証の「使用の本拠の位置」が雲仙
市内の車両に限る。

業 種 支援対象車両 支援単価額

貨物運送事業
軽貨物運送事業

普通貨物車（大型車、中型車）
※被けん引車及び霊柩車を除く。

80,000円

小型貨物車（普通貨物車及び霊
柩車を除く。）

30,000円

軽貨物車（霊柩車を除く。） 30,000円

貸切バス事業
大型・中型バス 80,000円

小型・マイクロバス 30,000円

一般乗用旅客自動車
運送事業

乗用タクシー ※別事業で市か

ら補助を受けている車両を除く
30,000円

自動車運転代行業 代行運転自動車 30,000円

ー ３ ー

業 種 詳細

貨物運送事業
貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する
一般貨物自動車運送事業

軽貨物運送事業
貨物自動車運送事業法第２条第４項に規定する
貨物軽自動車運送事業

貸切バス事業
道路運送法第３条第１号ロに規定する一般貸切
旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業
道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用
旅客自動車運送事業

自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第２条第２項に規定する事業

②法人の場合

【申請要件】
〇支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア．雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和５年１２月

２１日以降も事業を継続する者
イ．別表１のいずれかの業種を営む者

《別表１》
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□（９）運送事業に関する許可証（営業許可等）の写し

自
動
車
運
転
代
行

業
者
の
み

□（７）自動車運転代行業

認定書の写し

□（８）自動車運転代行保険

証書の写し

＋

＋

ー ４ ー

②申請書類（提出資料）

申
請
書
等

□（１）雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書
（運送事業者等）

□（２）所有台数分の営業車両自動車検査証等の写し

□（３）振込口座の通帳の写し

□（４）委任状（振込先が申請者と異なる場合のみ）

※運送事業者等と商工業者等を重複して申請はできません。

【注意】
〇雲仙市が、雲仙市内に事業所又は営業所を有することを確認す
るために以下の書類を追加で提出いただく場合がございます。
予めご了承ください。

（追加提出書類）
・事業所又は営業所を賃借されている場合、借りている期間に
令和５年１２月２１日が含まれている賃貸借契約書の写し

・光熱水費（電気・ガス・上水道など）の令和５年１２月分以
降のいずれかの月の領収書の写し



③申請書の記入例

〇雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書
（運送事業者等）※裏面内容も必ず確認すること。

ー ５ ー

申請日を書くこと

「会社印＋代表者の私印」でも可

支援対象車両に応じて「台数」、
「交付申請金額」を記載し、その
合計を「交付申請金額の合計」の
欄に記載してください。



【参考】
〇雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書
（運送事業者等）裏面

ー ６ ー



④委任状（振込先が申請者と異なる場合のみ）

ー ７ ー



３．商工業者等の申請について

（１）支援対象者

①個人事業主の場合

【申請要件】

○支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア．雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和５年１２月

２１日以降も事業を継続する者

イ．中小企業信用保険法第２条第１項に規定されている中小
企業者
※以下に記載する業種以外の業種を営む者

（ア）農業

（イ）林業（素材生産業・素材生産サービス業を除く）

（ウ）漁業

（エ）金融・保険業
ただし、以下の業種を除く。
・クレジットカード業、割賦金融業
・金融商品取引業（補助的金融商品取引業を除く。）
・商品先物取引業、商品投資顧問業
・補助的金融業、金融附帯業（資金決済に関する法律
第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うも
の及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段
の発行の業務を行うものに限る。）

・金融代理業（金融商品仲介業に限る。）
・保険媒介代理業、保険サービス業

※申請要件等については、１０ページから１１ページ
を参照

ウ．令和４年又は令和５年の確定申告書第一表（控）の
「収入金額等」の欄のうち、「㋐事業（営業等）」
の欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外の
どの金額よりも大きいこと。
（※ただし、不動産業を営む者は、「㋒不動産」の

欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外
のどの金額よりも大きいこと。９ページを参照。）

ー ８ ー



【参考】
〇令和４年又は令和５年の確定申告書第一表（控）

ー ９ ー

「収入金額等」の欄のうち、
「事業（営業等）」の欄の金額
（不動産業を営む者は、「不動産」の欄）
が、「公的年金等」の欄の金額以外の
どの金額よりも大きいこと。



業種
資本金額又は
出資金額

常時雇用者数

製造業、建設業、運輸業、
その他業種（以下の業種を除く）

３億円以下 ３００人以下

ゴム製品製造者（自動車又は航空機
用タイヤ及びチューブ製造業並びに
工業用ベルト製造業除く）

３億円以下 ９００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下

小売業、飲食サービス業 ５，０００万円以下 ５０人以下

ソフトウェア業、
情報報告処理サービス業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下

②法人の場合

【申請要件】

ア．雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和５年１２月２１日
以降も事業を継続する者

イ．以下のア～エのいずれかを満たす事業者
（ア）中小企業信用保険法第２条第１項に規定されている以下

のａからｄまでの中小企業者
ａ．会社

ー １０ ー

組合の名称 対象の要件

中小企業等協同組合（事業協同組合、
事業協同小組合、火災共済協同組合、
信用協同組合、共同組合連合会、企
業組合）、農業協同組合、水産業協
同組合、森林組合、生産森林組合、
消費生活協同組合、商店街振興組合

次の「いずれか」を満たす者
・特定事業（農業、林業（素材生産業及び
素材生産サービス業を除く。）、漁業、金
融・保険業（保険媒介代理業及び保険サー
ビス業を除く。）以外の事業、以下同
じ。）を行う者
・構成員の2/3以上が特定事業を行う者

協業組合 特定事業を行う者

商工組合
次の「いずれか」を満たす者
・特定事業を行う者
・構成員が特定事業を行う者

生活衛生同業組合、
生活衛生同業組合

次の「両方」を満たす者
・特定事業を行うもの又はその構成員が特
定事業を行う者
・直接又は間接の構成員の2/3以上が資本金
5,000万円（卸売業1億円）以下又は従業員
数50人（卸売業100人）以下

酒造組合、内航海運組合
直接又は間接の構成員の2/3以上が資本金3
億円以下の法人又は従業員数300人以下

酒販組合
直接又は間接の構成員の2/3以上が資本金
5,000万円（卸売業1億円）以下の法人又は
従業員数50人（卸売業100人）以下

ｂ．組合



ｃ．医業を主たる事業とする法人
常時雇用者数が３００人以下の医療を主たる事業とする
法人
※２０人以上の患者を入院させるための施設を有する病
院は、下記「オ．病院」に該当

ｄ．特定非営利活動法人

ー １１ ー

対象事業者 従業員数

小売業を主たる事業とする事業者 ５０人以下

卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者 １００人以下

その他の業種を主たる事業とする事業者 ３００人以下

（イ）社会福祉法人
・社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定
する社会福祉法人

（ウ）学校法人
・私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定
する学校法人

（エ）病院
・医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５の１項
に規定する病院

〇以下に記載する業種は、支援対象外となります。

ア．農業

イ．林業（素材生産業・素材生産サービス業を除く）

ウ．漁業

エ．金融・保険業
ただし、以下の業種を除く。
・クレジットカード業、割賦金融業
・金融商品取引業（補助的金融商品取引業を除く。）
・商品先物取引業、商品投資顧問業
・補助的金融業、金融附帯業（資金決済に関する法律
第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うも
の及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段
の発行の業務を行うものに限る。）

・金融代理業（金融商品仲介業に限る。）
・保険媒介代理業、保険サービス業



ー １２ ー

（２）申請手続き等

①支援金

〇下表に該当する従業員等数に応じた支援金額

※「従業員等数」
＝・令和５年１２月２１日時点における雲仙市内の事業所又は

営業所に勤務（常駐）する雇用保険の被保険者数と経営者
（代表者）の合計数とする。

従業員等数 支援金額

１人～５人 30,000円

６人～１０人 35,000円

１１人～２０人 40,000円

２１人～ 50,000円

②申請書類（提出資料）

ア．全ての申請者が提出する書類

〇全ての申請者は、以下の申請書等を提出して下さい。

申
請
書
等

□（１）雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書
（商工業者等）

□（２）振込口座の通帳の写し

□（３）委任状（振込先が申請者と異なる場合）

□（４）事業を営んでいることがわかる資料

例：以下の書類の写しなど
・令和4年又は令和５年の確定申告書の控え
・営業許可証 ・開業届 ・市、県民税申告書
・履歴事項証明書 ・定款

※「従業員等数が６人以上の場合」及び「雲仙市外に事業所または
営業所がある場合」は、１３ページ記載の資料も提出して下さい。
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□（６）雲仙市内に事業所又は営業所が所在することが分かる資料
例：以下の書類の写しなど

・登記簿謄本 ・定款

□（７）雲仙市内に従業員等が勤務（常駐）することが分かる
資料（※）

例：以下の書類の写しなど
・雲仙市内の従業員等の労働条件通知書
・労働者名簿（賃金台帳）

※P１２「３．商工業者等（２）申請手続き等①支援金」
の表の「従業員等数」の欄の最少人数分のみを提出
例：１人～5人の場合 ：提出不要

6人～10人の欄の場合： 6人分
11人～20人の欄の場合：11人分
21人以上の場合 ：21人分

ー １３ ー

イ．従業員等数が６人以上の場合

〇従業員等数が６人以上の場合、以下の①又は②の資料を提出してください。

従
業
員
等
が
６
人
以
上
の
場
合
の
み

□（５）①雲仙市内に勤務（常駐）する従業員の雇用保険被保険者
資格取得等確認通知書

【参考（例示）】雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※P１２「３．商工業者等（２）申請手続き等①支援金」
の表の「従業員等数」の欄の最少人数分のみを提出
例：１人～5人の場合 ：提出不要

6人～10人の欄の場合： 6人分
11人～20人の欄の場合：11人分
21人以上の場合 ：21人分

②ハローワークにおいて、「２ 適用事業所台帳異動
状況紹介（旧適用事業所台帳ヘッダー２）」及び
「３ 事業所別被保険者台帳」を請求し、提出して
ください。

ウ．雲仙市外に事業所または営業所がある場合

〇雲仙市外に事業所または営業所がある場合、以下の資料を提出して
ください。



ー １４ ー

【注意】

〇雲仙市が、雲仙市内に事業所又は営業所を有することを確認す
るため、以下の書類を追加で提出いただく場合がございます。
予めご了承ください。

（追加提出書類）
・事業所又は営業所を賃借されている場合、借りている期間に
令和５年１２月２１日が含まれている賃貸借契約書の写し

・光熱水費（電気・ガス・上水道など）の令和５年１２月分以
降のいずれかの月の領収書の写し

※運送事業者等と商工業者等を重複して申請はできません。



③申請書の記入例

〇雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書（商工業者等）
※裏面内容も必ず確認すること。

ー １５ ー

「従業員等数」、「交付申請金額」、
「雲仙市商工会」の３か所に
✔（チェック）が必要です。

申請日を書くこと

「会社印＋代表者の私印」でも可



【参考】
〇雲仙市燃油高騰等対策事業継続支援金交付申請書
（商工業者等）裏面

ー １６ ー



④委任状（振込先が申請者と異なる場合）

ー １７ ー



〇お問合せ

雲仙市 観光商工部 商工労政課

所在地：〒859-1107
雲仙市吾妻町牛口名714番地

ＴＥＬ：0957-38-3111（代表）
0957-47-7836（直通）

Mail：shokorosei@city.unzen.lg.jp

mailto:shokorosei@city.unzen.lg.jp

